
届出方法について



•防火管理者・消防計画・消防訓練

•防火対象物使用開始

•火を使用する設備

•電気設備

•少量危険物

•指定可燃物

•露店等の開設

•圧縮アセチレン等



防火管理に関する書類

防火管理講習修了証のコピー

避難経路図

消防計画 内容

防火管理者選任届出書 消防計画作成届出書 消防訓練計画通知書

訓練内容

※届出は２部作成し提出してください。

別記様式第１号の２の２ 別記様式第１号の２



消防設備配置図

建物図面

配置図

防火対象物使用開始届出書

案内図

①赤線枠の書類は、ホームページに様式があります。

それ以外は、作成するまたは確認申請書の写しを添付する。

②赤破線の書類は、2棟以上の場合のみ添付する。

③様式の必要項目を記入して下さい。

④届出２部（正本が消防控え、副本が届出者控え）

⑤届出先
浪江町・双葉町・葛尾村の場合 浪江消防署予防係

（0240－23－6022）

大熊町・富岡町・楢葉町・広野町・川内村の場合 富岡消防署予防係
（0240－23－7536）

⑥提出に来署する際は、事前に予防係まで連絡して下さい。

変更・休止・廃止を含む

様式第 2 号の 3 棟別概要追加書類

様式第 2 号

様式第 2 号の 2



写真
消火器仕様書

設備図面

設備仕様書

配置図
（消火器位置の明記）

火を使用する設置届出書

案内図

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備
ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機

①赤線枠の書類は、ホームページに様式があります。

それ以外は、作成するまたはメーカー等から入手し添付する。

②黒破線の書類は、必要と指示があった場合添付する。

③様式の必要項目を記入して下さい。

④届出２部（正本が消防控え、副本が届出者控え）

⑤届出先
浪江町・双葉町・葛尾村の場合 浪江消防署予防係

（0240－23－6022）

大熊町・富岡町・楢葉町・広野町・川内村の場合 富岡消防署予防係
（0240－23－7536）

⑥提出に来署する際は、事前に予防係まで連絡して下さい。

様式第 ３ 号



写真

消火器仕様書

設備図面

設備仕様書

配置図
（消火器位置の明記）

燃料電池発電・発電・変電・蓄電池設備設置届出書

案内図

①赤線枠の書類は、ホームページに様式があります。

それ以外は、作成するまたはメーカー等から入手し添付する。

②黒破線の書類は、必要と指示があった場合添付する。

③様式の必要項目を記入して下さい。

④届出２部（正本が消防控え、副本が届出者控え）

⑤届出先
浪江町・双葉町・葛尾村の場合 浪江消防署予防係

（0240－23－6022）

大熊町・富岡町・楢葉町・広野町・川内村の場合 富岡消防署予防係
（0240－23－7536）

⑥提出に来署する際は、事前に予防係まで連絡して下さい。

様式第 ４ 号



写真

消火器仕様書

設備仕様書

構造設備明細書

配置図
（消火器位置の明記）

少量危険物貯蔵取扱い届出書

案内図

①赤線枠の書類は、ホームページに様式があります。

それ以外は、作成するまたはメーカー等から入手し添付する。

②黒破線の書類は、必要と指示があった場合添付する。

③様式の必要項目を記入して下さい。

④届出２部（正本が消防控え、副本が届出者控え）

⑤届出先
浪江町・双葉町・葛尾村の場合 浪江消防署予防係

（0240－23－6022）

大熊町・富岡町・楢葉町・広野町・川内村の場合 富岡消防署予防係
（0240－23－7536）

⑥提出に来署する際は、事前に予防係まで連絡して下さい。

様式第 １３ 号



写真

消火器仕様書

設備概要

配置図
（消火器位置の明記）

指定可燃物貯蔵取扱い届出書

案内図

①赤線枠の書類は、ホームページに様式があります。

それ以外は、作成するまたはメーカー等から入手し添付する。

②黒破線の書類は、必要と指示があった場合添付する。

③様式の必要項目を記入して下さい。

④届出２部（正本が消防控え、副本が届出者控え）

⑤届出先
浪江町・双葉町・葛尾村の場合 浪江消防署予防係

（0240－23－6022）

大熊町・富岡町・楢葉町・広野町・川内村の場合 富岡消防署予防係
（0240－23－7536）

⑥提出に来署する際は、事前に予防係まで連絡して下さい。

様式第１３ 号



写真

各店舗の詳細図

配置図
（消火器位置の明記）

露店等の開設届出書

案内図

①赤線枠の書類は、ホームページに様式があります。

それ以外は、作成するまたはメーカー等から入手し添付する。

②黒破線の書類は、必要と指示があった場合添付する。

③様式の必要項目を記入して下さい。

④届出２部（正本が消防控え、副本が届出者控え）

⑤届出先
浪江町・双葉町・葛尾村の場合 浪江消防署予防係

（0240－23－6022）

大熊町・富岡町・楢葉町・広野町・川内村の場合 富岡消防署予防係
（0240－23－7536）

⑥提出に来署する際は、事前に予防係まで連絡して下さい。

様式第 １１号の２



写真
消火器仕様書

設備図面

設備仕様書

配置図
（消火器位置の明記）

圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの開始（廃止）届出書

案内図

①赤線枠の書類は、ホームページに様式があります。

それ以外は、作成するまたはメーカー等から入手し添付する。

②黒破線の書類は、必要と指示があった場合添付する。

③様式の必要項目を記入して下さい。

④届出２部（正本が消防控え、副本が届出者控え）

⑤届出先
浪江町・双葉町・葛尾村の場合 浪江消防署予防係

（0240－23－6022）

大熊町・富岡町・楢葉町・広野町・川内村の場合 富岡消防署予防係
（0240－23－7536）

⑥提出に来署する際は、事前に予防係まで連絡して下さい。

圧縮アセチレンガス
無水硫酸
液化石油ガス
生石灰
毒物
劇物

様式第 １ 号



HPの様式の位置（消防法関係）

①

②

③

⑤

④



①

②

③
④

HPの様式の位置（火災予防条例関係）

⑤
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